
徳島県農林⽔産部委託業務成績評定公表要領

（⽬的）
第１条 この要領は、徳島県農林⽔産部委託業務成績評定要領（以下「成績評定要領」とい
う。）第１０条に規定する評定結果の公表について、必要な事項を定めるものとする。

（公表の対象及び内容）
第２条 公表の対象は、成績評定要領第２条に規定する委託業務とする。
２ 公表する内容は、成績評定要領第７条に規定する委託業務成績評定通知書（別表１を含
む。）の写し及び各年度の平均点とする。

（公表の⽅法）
第３条 公表の⽅法は、委託業務成績評定通知書（別表１を含む。）の写しについては、委
託業務を施⾏する各課（各機関）において閲覧に供するものとする。各年度の平均点につ
いては、徳島県ホームページ上に掲載するものとする。

（閲覧に供する期間及び⽇時）
第４条 委託業務成績評定通知書（別表１を含む。）の写しの閲覧に供する期間は、発注者
が評定の結果を通知した⽇から翌年度３⽉３１⽇までとする。

２ 閲覧に供する⽇は、徳島県の休⽇を定める条例（平成元年徳島県条例第３号）に規定す
る県の休⽇を除く⽇とする。

３ 閲覧に供する時間は、原則として、午前８時３０分から午後５時１５分（時差通勤の対
象となる各課（各機関）については、午後６時１５分）までとする。ただし、午後零時か
ら午後１時までを除く時間とする。

（閲覧の条件）
第５条 閲覧する者は、各課（各機関）が指定する場所で、閲覧しなければならない。
２ 閲覧する者は、閲覧する書類を持ち出すことはできない。
３ 閲覧する者は、閲覧する書類を破損してはならない。

附 則
（施⾏期⽇）
１ この要領は、平成２４年５⽉１０⽇から施⾏する。
２ この要領は、平成２７年８⽉１５⽇から施⾏する。
３ この要領は、令和６年５⽉１⽇から施⾏する。


